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アレルギー疾患対策指針（案）  

平成17年○月○日   

第一 趣旨   

気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギー等のアレルギー   

疾患を有する患者は国民の30％以上にも上り、ますます増加傾向にあると   

されている。  

このようなアレルギー疾患に対し、厚生労働省では、平成4年度から研究   

事業を開始し、病因及び病態の解明、治療法の開発等の研究の推進を図って   

きたところであり、これらの研究成果として、各疾患の診療に関するガイド   

ライン等を作成し、医療関係者等に対する適切な診断・治療方法の普及啓発   

に努めてきたところである。  

アレルギー疾患の本態については、近年の研究成果により、徐々に発症機   

序、悪化因子等の解明が進みつつあるが、一般的にはまだ十分に解明された   

とはいえず、効果的な対症療法はあるものの、根治的な治療法が確立されて   

いないため、患者の生活の質（QualityOfLifヒ：QOL）の低下を招くことが   

ある。国においては、医療提供等について患者のニーズを踏まえ、患者のQ   

OLの維持・向上を図るため、アレルギー対策をより戦略的に推進すること   

が求められている。  

本指針は、このような認識の下、国、地方公共団体、医療関係者等におけ   

る今後の新たな取組の方向性を示すことにより、我が国におけるアレルギー   

対策の総合的かつ体系的な推進を図ることを目的として策定するものであ   

る。  

第ニ アレルギー対策の基本的方向性   

患者のqOLの維持向上が図られるよう、アレルギー疾患の重症化を予防   

するための日常生活における管理や医療の提供が重要である。このため、身   

近なかかりつけ医をはじめとした医療関係者等の支援の下、患者及び患者家   

族が必要な医療情報等を得て、治療法を正しく把握し、生活環境を改善し、   

また自分の疾患状態を客観的に評価する等により、アレルギー疾患の自己管   

理を可能とする必要がある。患者、行政、医療関係者等は、その連携を図り   

つつ、療養環境の整備にあたる必要がある。  
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なお、このような取組に重点を置きつつ、長期的視点に立ってアレルギー  

疾患の予防及び根治的な治療法の確立のための研究の更なる推進等を図り、  

アレルギー疾患の克服を目指すことが必要である。   

上記アレルギー対策の目標が達成されるためには、国と地方公共団体、関  

係団体等における役割分担及び連携が重要となる。国と地方公共団体の役割  

分担については、アレルギー疾患の特性及び医療制度の趣旨等を考慮すれば、  

基本的には、都道府県は、適切な医療体制の確保を図るとともに、市町村と  

連携しつつ地域における普及啓発を行うことが必要であり、一方、国は地方  

公共団体が適切な施策を進めることができるよう、先進的な研究を実施する  

等の必要な技術的支援を行うことが必要である。また、このような行政にお  

ける役割分担の下、厚生労働省においては、患者団体、日本医師会、日本ア  

レルギー学会等関係団体並びに関係省庁と連携してアレルギー対策を推進し  

ていくことが必要である。   

このような基本的方向性に沿った具体的な取組みとして、今後5年（平成  

22年度まで）を目途に重点的に以下の対策を講じる。   

また、特に各アレルギー疾患について重点的に取り組む事項は以下のとお  

りである。  

・花粉症について、舌下減感作療法等の開発を推進する。  

晴息について、晴息死の減少を目指し、適切な医療体制の確保を図る。  

・食物アレルギーについて、可能な限り患者自身が正しく抗原を知り抗原   

を回避できるよう、対策を講じる。  

・アトピー性皮膚炎について、患者のQOLの向上のため、患者が継続的   

に医療を受けられるよう支援し、自己管理が可能となるように方策を講じ   

る。  

第三 医療の提供   

1 かかりつけ医を中心とした医療体制の確立  

アレルギー疾患患者に対しては、安定期にはアレルギー疾患に精通した   

身近なかかりつけ医が診療し、重症難治例や著しい増悪時には専門的な対   

応が必要であるため、基本的には医療圏毎にアレルギー診療の専門機能を   

有している医療機関が必要である。また、アレルギー疾患はほぼ全身臓器   

に係わる疾患であることから、このような専門医療機関等を支援できるよ   

う、都道府県に1カ所は、集学的な診療体制を有している病院を確保する  
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必要がある。   

特に、喘息死の原因として、患者側の認識不足や不定期受診等の問題、  

診療側の診療ガイドラインの利用度の問題等が挙げられている。このため、  

地域において診療所と救急病院とが連携し、患者教育を含めた適切な治療  

の普及と患者カードを常に携帯してもらうことによる医師一患者間の情報  

共有等を図ることが重要であり、基本的に医療圏単位で、アレルギー専門  

の医師の確保がなされている救急病院が確保されることが望ましい。  

2 人材育成  

（1）アレルギー疾患診療に精通したかかりつけ医の育成  

診療ガイドラインに基づく治療を行うことにより、患者のQOLを   

向上させ、効果的かつ適切な医療の提供を促進できることから、国に   

おいては、日本医師会等医療関係団体や関係学会等と連携して、診療   

ガイドラインの普及を図ることで、アレルギー疾患診療に精通したか   

かりつけ医の育成に努める。  

（2）アレルギー専門の医師の育成   

アレルギー疾患診療の質の向上及び地域におけるアレルギー専門の   

医師の偏在是正を図るためには、関係学会におけるアレルギー専門の   

医師の育成促進が望まれる。  

（3）関係職種の育成   

患者及び患者家族がアレルギー疾患を管理していく上では、保健師、  

看護師、薬剤師及び管理栄養士等の支援も重要であることから、これ  

ら職種の育成も重要である。  

3 専門情報の提供   

アレルギー疾患に関する研究成果等を踏まえた専門的な医学情報につい  

ては、国は関係学会等と協力して必要な情報提供体制の確保を図る。また、  

専門医療機関等からの相談に対応できるよう国立病院機構相模原病院の臨  

床研究センターに相談窓口を設置する。  

第四 情報提供・相談体制  
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1 患者自己管理手法の普及   

国は、関係団体等と連携し、生活環境改善、羅患している疾患と治療法  

の正しい把握、疾患状態の客観的な自己評価及び救急時対応等の内容につ  

いて次に掲げる用途に資する効果的な教育資材等を作成し、都道府県等の  

関係者に広く配布する。  

（1）都道府県等において、都道府県医師会、関係学会等と連携して研修   

会を実施する等して、地域等における自己管理手法の普及を図る用途。  

（2）市町村において、都道府県等と同様の取組として乳幼児健診等にお   

ける保健指導等の場を効果的に活用し、アレルギー疾患の早期発見及   

び自己管理手法の普及を図る用途。   

また、医療従事者においては、自己管理手法の普及について正しく認識  

し、医療機関において指導を実践することが望ましい。  

2 情報提供体制の確保   

国においては、適宜関係学会等と連携し、ホームページ等を活用して、  

最新の研究成果を含む疾病情報や診療情報等を都道府県等や医療従事者等  

に対して提供する。地方公共団体は、国等の発信する情報を活用するほか、  

それぞれの地域医師会等の協力を得ながら、医療機関等の選択に係る情報  

を住民に対して提供することが望ましい。また、アレルギー物質を含む食  

品に関する表示についても、国は表示項目や表示方法等の見直しを検討す  

ることが必要である。  

3 相談体制の確保   

国は、地域毎の相談レベルに格差が生じないよう、全国共通の相談員養  

成研修プログラムを作成し、「リウマチ・アレルギー相談員養成研修会」  

及び「シックハウス担当職員研修会」の充実を図る。このような国の取組  

を踏まえ、都道府県においては体系的なアレルギー相談体制の構築につい  

て検討し実施することが望ましい。また、保健所において、地域医師会や  

栄養士会等と連携し、個々の住民の相談対応のみならず、市町村への技術  

的支援や地域でのアレルギー対策の取組への助言等の支援を行うことが望  

ましい。  

第五 研究開発及び医薬品開発の推進  
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国は、効果的かつ効率的な研究推進体制を構築するとともに、平成22  

年度までに研究成果を得られるよう重点的に研究を推進していく研究分野  

と長期目標を持って達成すべき研究分野を選定し、研究目標を明確化して  

適切に研究を実施していく。   

医薬品の開発促進等については、新しい医薬品の薬事法上の承認に当た  

っては、国は適切な外国のデータがあればそれらも活用しつつ、適切に対  

応する。また、国においては、優れた医薬品がより早く患者の元に届くよ  

う治験環境の整備に努める。特に小児に係る医薬品については対応が十分  

とはいえないため、小児に係る臨床研究の推進を図る。  

第六 施策の評価と指針の見直し   

国においては、国及び地方公共団体が実施する重要な施策の実施状況等に   

ついて評価し、的確かつ総合的なアレルギー対策を講じていくよう努める。   

また、地方公共団体においても主要な施策について政策評価を行うことが望   

ましい。本指針については、適宜再検討を加え、必要があると認められると   

きは、これを変更するものとする。  
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